
一
頁

特

別

法

要

に

つ

い

て

特
別
法
要
事
務
局
局
長

押

小

路

蓮

円

巻 頭 言

五
十
年
に
一
度
の
御
勝
縁
で
あ
り
ま
す
御
開
山
御
誕
生
八
百
五
十
年
奉
讃
法
会
は
じ
め
と
す
る
特
別
法
要
も
い
よ

い
よ
間
近
に
迫
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
回
の
法
要
は
「
弥
陀
の
よ
び
声
『
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
』
を
聞
い
て
ゆ
こ

う
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
粛
々
と
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
五
月
二
十
日
に
行
い
ま
す
稚
児
行
列
を
皮
切
り

に
、
五
月
二
十
一
日
～
二
十
八
日
ま
で
の
期
間
中
毎
日
一
座
の
法
会
を
お
勤
め
し
ま
す
。
二
十
一
日
法
主
殿
の
御
親

教
を
始
め
と
し
、
各
師
の
講
演
並
び
に
イ
ベ
ン
ト
を
用
意
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
二
十
日
に
は
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法

会
を
厳
修
致
し
ま
す
こ
と
は
二
重
の
慶
び
で
あ
り
ま
す
。

顧
み
れ
ば
、
コ
ロ
ナ
感
染
症
と
い
う
か
つ
て
経
験
の
な
い
災
厄
に
苦
し
め
ら
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
よ
う
や
く

一



二
頁

終
息
に
向
か
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ
油
断
す
る
こ
と
な
く
態
勢
を
整
え
て
法
要
を
迎
え
た
い
と
存

じ
ま
す
。

ま
た
記
念
事
業
と
し
て
建
設
を
計
画
し
ま
し
た
新
宝
物
館
の
工
事
も
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
で
お
り
、
四
月
下
旬
に
は

引
き
渡
し
を
受
け
る
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

念
仏
の
教
え
を
伝
え
る
法
宝
物
を
末
永
く
護
持
す
る
宝
物
館
を
め
ざ
し
て
お
り
、
皆
様
の
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て

名
称
を
『
燈
炬
殿
』
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
開
館
し
た
の
ち
に
は
、
高
田
派
檀
信
徒
の
み
な
ら

と
う
こ
で
ん

ず
大
勢
の
方
々
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け
る
素
晴
ら
し
い
企
画
展
示
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。
本
年
お
七
夜
に
は
プ
レ

オ
ー
プ
ン
と
し
て
、
文
化
財
活
用
室
を
開
館
し
、
多
く
の
参
詣
者
の
皆
様
が
Ｖ
Ｒ
を
ご
覧
に
な
り
、
３
６
０
度
の
映

像
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
特
別
法
要
に
関
し
ま
し
て
多
く
の
方
々
か
ら
多
大
な
る
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
す
べ
て
の
方
々

に
感
謝
の
気
持
ち
と
共
に
篤
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
来
る
御
勝
縁
を
皆
様
と
共
に
賑
や
か
に
迎
え
た
い
も
の
と

存
じ
ま
す
。

巻 頭 言
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三
頁

宗

達

宗

達

第
一
一
八
八
号

真
宗
高
田
派
宗
制
七
十
九
条
第
三
項
に
よ
り
令
和
五
年
四
月
二
十
日
第
一
七
七
臨
時
宗
議
会
を
召
集
せ
ら
る

令
和
五
年
四
月
四
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
一
八
九
号

真
宗
高
田
派
宗
制
七
十
九
条
第
二
項
に
よ
り
令
和
五
年
六
月
二
十
七
日
第
一
七
八
宗
議
会
を
召
集
せ
ら
る

令
和
五
年
四
月
四
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

三



四
頁

宗

告

宗

告

第
一
一
五
〇
号

令
和
五
年
四
月
二
十
日
第
一
七
七
臨
時
宗
議
会
を
書
面
表
決
書
に
て
行
う

令
和
五
年
四
月
四
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

宗

告

第
一
一
五
一
号

来
る
令
和
五
年
六
月
十
一
日
第
五
十
六
回
高
田
派
婦
人
連
合
大
会
執
行
相
成
る

令
和
五
年
四
月
四
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤

四



五
頁

任

免

令
和
五
年
四
月
一
日

維
那
見
習
い
を
命
ず
る

智
慧
光
院
衆
徒

玉
樹

真
修

組
長
交
代

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

愛
知
県
第
一
組
組
長

玉
腰

超
克

令
和
五
年
四
月
一
日

愛
知
県
第
一
組
組
長
を
命
ず
る

正
覺
寺
住
職

山
田

光
照

住
職
拝
命

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

三
重
県
亀
山
市
西
町

誓
昌
院
衆
徒

梅
林

清
香

補

誓
昌
院
住
職

依
請
解
其
職

誓
昌
院
住
職

梅
林

正
温

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
新
栄

久
遠
寺
副
住
職

髙
山

信
雄

補

久
遠
寺
住
職

依
請
解
其
職

久
遠
寺
住
職

髙
山

元
智

三
重
県
松
阪
市
星
合
町

明
照
寺
衆
徒

藤
澤

真
樹

補

明
照
寺
住
職

依
請
解
其
職

明
照
寺
住
職

藤
澤

眞
純

三
重
県
亀
山
市
関
町
木
崎

光
圓
寺
衆
徒

望
月

和
光

補

光
圓
寺
住
職

依
請
解
其
職

光
圓
寺
住
職

望
月

光
演

三
重
県
津
市
一
身
田
大
古
曽

西
信
寺
衆
徒

末
﨑

実
明

補

西
信
寺
住
職

三
重
県
松
阪
市
山
室
町

西
楽
寺
副
住
職

髙
藤

史
憲

補

西
楽
寺
住
職

五



六
頁

住
職
任
命

副
令
和
五
年
二
月
十
六
日

三
重
県
鈴
鹿
市
寺
家

正
因
寺
衆
徒

鷲
尾

敦
行

任

正
因
寺
副
住
職

住
職
代
務
者

令
和
五
年
二
月
一
日

三
重
県
鈴
鹿
市
国
府
町

要
泉
寺
住
職

織
田

元
海

三
重
県
鈴
鹿
市
越
知
町

補

大
音
寺
住
職
代
務
者

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

三
重
県
亀
山
市
関
町
久
我

光
圓
寺
住
職

望
月

和
光

三
重
県
亀
山
市
関
町
福
徳

補

常
福
寺
住
職
代
務
者

依
請
解
其
職

常
福
寺
住
職
代
務
者

望
月

光
演

得

度

令
和
五
年
三
月
二
十
九
日

三
重
県
津
市
榊
原
町

暁
証
院

晄
斉

准
上
座
三
等

圓
浄
寺
衆
徒

服
部

晄
斉

三
重
県
津
市
上
浜
町

至
実
院

康
輝

准
上
座
格
三
等

深
正
寺
衆
徒

春
日
部
康
輝

三
重
県
亀
山
市
西
町

耀
院

大
智

准
上
座
格
三
等

誓
昌
院
衆
徒

梅
林

大
智

三
重
県
松
阪
市
星
合
町

響
光
院

唯
真

院
家
首
席
一
等

明
照
寺
衆
徒

藤
澤

唯
真

三
重
県
松
阪
市
星
合
町

温
光
院

真
道

院
家
首
席
一
等

明
照
寺
衆
徒

藤
澤

真
道

六



七
頁

三
重
県
松
阪
市
駅
部
田
町

凌
雲
院

治
孝

院
家
一
等

光
明
寺
衆
徒

鳥
居

治
孝

北
海
道
中
川
郡
池
田
町

樹
心
院

圓
充

院
家
二
等

長
正
寺
衆
徒

長
井

充

三
重
県
津
市
森
町

星
月
院

妙
真

老
分
二
等

見
立
寺
衆
徒

峰

真
琴

三
重
県
津
市
森
町

法
聲
院

妙
諒

老
分
二
等

見
立
寺
衆
徒

髙
嶋

諒
佳

僧

階

令
和
五
年
三
月
七
日

任

中

僧

都

権
大
僧
都

金
森

顕
宏

身
分
堂
班

令
和
五
年
二
月
一
日

列

其
身
一
代
堂
班

中
老
一
等

老
分
二
等

老
分
一
等

院
家
二
等

西
信
寺
住
職

末
﨑

実
明

布
教
任
命

讃
佛
会
復
演

三
・
二
一

日
中

大

僧

都

清
水
谷
正
尊

讃
佛
会

三
・
一
八

晨
朝

権
中
僧
都

田
中

明
誠

日
中

律

師

水
谷

忍
英

三
・
一
九

晨
朝

律

師

隆

妙


日
中

中

僧

都

青
木

義
成

三
・
二
〇

晨
朝

権
中
僧
都

中
村

宜
成

日
中

権
少
僧
都

真
置

信
海

七



八
頁

三
・
二
一

晨
朝

少

僧

都

千
草

篤
昭

三
・
二
二

晨
朝

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

日
中

少

僧

都

山
中

真
諭

三
・
二
三

晨
朝

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

日
中

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

三
・
二
四

晨
朝

権
中
僧
都

生
桑

崇
等

日
中

権
中
僧
都

松
山

智
道

平
等
院
殿
一
周
忌
法
会

三
・
二
六

逮
夜

権
中
僧
都

栗
原

廣
海

三
・
二
七

晨
朝

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

日
中

律

師

大
河
戸
悟
道

三
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

三
・
一

権
中
僧
都

安
藤

章
仁

三
・
二

権
中
僧
都

田
中

明
誠

三
・
三

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

三
・
四

権
中
僧
都

藤
田

正
知

三
・
五

少

僧

都

青
木

妙
法

三
・
六

律

師

古
芝

智
泉

三
・
七

権
中
僧
都

中
村

宜
成

三
・
八

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

三
・
九

少

僧

都

岡

知
道

三
・
一
〇

中

僧

都

佐
藤

弘
道

三
・
一
一

律

師

若
林

妙
百

三
・
一
二

中

僧

都

戸
田

惠
信

三
・
一
三

律

師

隆

妙


三
・
一
四

中

僧

都

青
木

義
成

三
・
一
五

律

師

水
沼

碧
水

三
・
一
六

中

僧

都

青
木

義
成

三
・
一
七

律

師

堤

一
真

三
・
二
五

律

師

田
中

唯
聴

三
・
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

三
・
二
八

少

僧

都

上
田

英
典

三
・
二
九

律

師

北
畠

心
淳

三
・
三
〇

大

律

師

北
畠

大
道

三
・
三
一

大

律

師

髙
島

光
憲

三
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
逮
夜
・
日
中
）

三
・
七

逮
夜

律

師

龍
池

宏
昭

三
・
八

日
中

少

僧

都

山
中

真
諭

三
・
九

逮
夜

中

僧

都

青
木

義
成

三
・
一
〇

日
中

律

師

水
谷

忍
英

八



九
頁

三
・
一
五

逮
夜

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

三
・
一
六

日
中

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

千
部
法
会
（
日
中
）

四
・
六

権
中
僧
都

松
山

智
道

四
・
七

少

僧

都

千
草

篤
昭

四
・
八

権
少
僧
都

真
置

信
海

十
萬
人
講
法
会
（
日
中
）

四
・
九

律

師

水
谷

忍
英

四
・
一
〇

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

戦
没
者
追
弔
法
会
（
日
中
）

四
・
一
一

律

師

隆

妙


四
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

四
・
一

権
中
僧
都

藤
田

正
知

四
・
二

中

僧

都

青
木

義
成

四
・
三

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

四
・
四

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

四
・
五

権
中
僧
都

中
村

宜
成

四
・
六

少

僧

都

岡

知
道

四
・
七

律

師

隆

妙


四
・
八

中

僧

都

青
木

義
成

四
・
九

律

師

若
林

妙
百

四
・
一
〇

少

僧

都

山
中

真
諭

四
・
一
一

権
中
僧
都

中
村

宜
成

四
・
一
二

大

律

師

髙
島

光
憲

四
・
一
三

権
中
僧
都

村
上

英
俊

四
・
一
四

権
中
僧
都

生
桑

崇
等

四
・
一
五

少

僧

都

青
木

妙
法

四
・
一
六

権
中
僧
都

田
中

明
誠

四
・
一
七

中

僧

都

戸
田

惠
信

四
・
一
八

律

師

堤

一
真

四
・
一
九

律

師

北
畠

心
淳

四
・
二
〇

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

四
・
二
一

権
中
僧
都

田
中

明
誠

四
・
二
二

律

師

田
中

唯
聴

四
・
二
三

権
少
僧
都

真
置

信
海

四
・
二
四

大

律

師

北
畠

大
道

四
・
二
五

少

僧

都

山
中

真
諭

四
・
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

四
・
二
七

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

四
・
二
八

少

僧

都

上
田

英
典

九



一
〇
頁

四
・
二
九

律

師

山
中

久
行

四
・
三
〇

権
少
僧
都

真
置

信
海

四
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
逮
夜
・
日
中
）

四
・
一
五

逮
夜

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

四
・
一
六

日
中

律

師

隆

妙


高
田
慈
光
院

月
例
法
会

三
・
一
〇
、
一
六
、
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

四
・
一
〇
、
一
六
、
二
六

少

僧

都

山
中

真
諭

高
田
報
徳
園

月
例
法
会

三
・
一
五

権
中
僧
都

田
中

明
誠

四
・
一
五

律

師

隆

妙


敬

弔

次
の
方
々
が
御
往
生
な
さ
い
ま
し
た
。
謹
ん
で
敬
弔
の
意
を
表
し
ま
す
。

令
和
五
年

二
・
一
二

北
海
道
岩
見
沢
市
三
条
西

願
勝
寺
前
坊
守

髙
島
イ
ソ
子

三
・
一
〇

愛
知
県
岡
崎
市
大
和
町妙

源
寺
住
職

安
藤

章
仁

贈

中

僧

都

三
・
一
〇

三
重
県
松
阪
市
中
町

常
念
寺
前
住
職

小
妻

篤
誠

贈

中

僧

都

三
・
二
四

三
重
県
津
市
雲
出
長
常
町

法
泉
寺
住
職

倉
田

俊
甫

贈

権
少
僧
都

一
〇



一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
一



一
二
頁

三
重
第
六
組
西
部

青
巖
寺

真
性
寺

三
重
第
八
組

明
通
寺

三
重
第
九
組
西
部

圓
浄
寺

三
重
第
九
組
東
部

普
賢
寺

三
重
第
十
組

千
福
寺

延
寿
寺

欣
浄
寺

信
蓮
寺

因
誓
寺

寳
田
寺

三
重
第
十
一
組
東
部

西
光
寺

三
重
第
十
一
組
西
部

浄
明
寺

福
專
寺

延
命
寺

三
重
第
十
二
組
東
部

安
楽
寺

常
楽
寺

三
重
第
十
三
組

浄
源
寺

三
重
第
十
四
組

松
原
寺

三
重
第
十
五
組

誓
正
寺

誓
信
寺

誓
昌
院

西
徳
寺

三
重
第
十
六
組
南
部

青
蓮
寺

三
重
第
十
六
組
北
部

光
善
寺

三
重
第
十
七
組
北
部

西
岸
寺

三
重
第
十
七
組
南
部

教
安
寺

三
重
第
十
八
組

善
教
寺

興
正
寺

中
山
寺

三
重
第
二
十
組

万
性
寺

大
蓮
寺

欣
淨
寺

誓
元
寺

三
重
第
二
十
一
組
東
部

信
福
寺

真
永
寺

養
元
寺

宣
隆
寺

正
源
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
二



一
三
頁

三
重
第
二
十
二
組
東
部

見
潮
寺

三
重
第
二
十
三
組

正
運
寺

隨
念
寺

常
超
院

三
重
第
二
十
四
組
甲
部
東

正
念
寺

三
重
第
二
十
四
組
甲
部
西

要
泉
寺

三
重
第
二
十
五
組
南
部

正
法
寺

三
重
第
二
十
六
組

本
覚
寺

光
明
寺

海
念
寺

常
寳
寺

三
重
第
二
十
七
組

妙
華
寺

浄
徳
寺

三
重
第
二
十
八
組

光
明
寺

愛
知
第
七
組

聖
眼
寺

京
都常

樂
寺

大
阪大

乗
寺

和
歌
山

崇
賢
寺

福
井
第
二
組

(

折
立)

稱
名
寺

北
海
道

専
誠
寺

弘
専
寺

真
高
寺

講
社御

飯
講

賽
銭
講

七
里
講

高
田
福
祉
事
業
協
会

住
職
補
任
研
修
会
報
告

第
四
十
六
回

（

）

（

）

去
る
二
月
二
十
五
日

土

午
後
よ
り
二
十
六
日

日

午
前
中
ま
で
、
住
職
補
任
研
修
会
が
、
教
師
五
名
参
加
の

下
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

尚
、
研
修
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

宗 門 の お 知 ら せ

一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
三



一
四
頁

真
宗
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

九
十
分

声
明

九
十
分

住
職
道
・
布
教
道

九
十
分

宗
教
法
人
法
・
寺
院
規
則

六
十
分

晨
朝
参
拝
・
説
教
聴
聞

法
式
作
法

九
十
分

現
状
と
課
題
（
座
談
会
）

六
十
分

以

上

第
五
十
六
回

高
田
派
婦
人
連
合
大
会
の
お
知
ら
せ

六
月
十
一
日(

日)

十
時
よ
り
御
影
堂
に
て
婦
人
連
合
大

会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

式
典
を
行
な
っ
た
後
、
講
師
に
本
多
靜
芳
先
生
を
お
迎

え
し
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
式
典
で
の
祖
師
寿
表
彰
は
報
告
の
み
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
祖
師
寿
該
当
者
の
方
に
は
、
ご
寺
院
様
に
賞

状
と
記
念
品
を
お
届
け
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

宝
物
館
名
称
に
つ
き
ま
し
て

二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
五
月
に
厳
修
し
ま
す
奉
讃
法

会
の
記
念
事
業
と
し
て
実
施
し
ま
し
た
宝
物
館
建
設
工
事

は
概
ね
順
調
に
進
み
、
四
月
二
十
七
日
に
引
き
渡
し
を
受

け
る
予
定
で
す
。
そ
の
後
は
、
備
品
の
搬
入
等
を
行
い
五

月
二
十
一
日
か
ら
の
奉
讃
法
会
に
合
わ
せ
開
館
の
予
定
で

す
。さ

て
、
昨
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
宝
物
館
名
称
募
集

を
い
た
し
ま
し
た
。
ご
応
募
を
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に

は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
選
考
の
結
果
に
つ
き
ま

し
て
左
記
の
通
り
ご
報
告
し
ま
す
。

記

１

宝
物
館
名
称

専
修
寺
内
で
厳
正
な
る
選
考
を
行
い
「
燈
炬
殿
（
と
う
こ

で
ん

」
に
決
定
し
ま
し
た
。
令
和
五
年
三
月
一
日
に
開

）

催
し
ま
し
た
宝
物
館
建
設
推
進
委
員
会
に
お
い
て
承
認
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
四



一
五
頁

２

選
考
基
準
と
選
考
理
由

①

簡
潔
明
瞭
で
覚
え
や
す
く
親
し
み
や
す
い
も
の

②

施
設
の
機
能
、
特
徴
な
ど
を
ふ
ま
え
た
も
の

③

応
募
者
自
身
の
創
作
に
よ
る
未
発
表
の
も
の
で
、

第
三
者
の
著
作
権
、
商
標
権
な
ど
の
知
的
財
産
権

を
侵
害
し
な
い
も
の

前
記
の
選
考
基
準
を
満
た
し
親
鸞
聖
人
の
和
讃
に
因
ん
で

い
る
こ
と
か
ら
選
考
さ
れ
ま
し
た
。

「
燈
炬
殿
」
の
文
字
は
宝
物
館
入
り
口
正
面
に
山
号
額

で
掲
揚
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
申
し
上

げ
ま
す
。

３

本
件
お
問
い
合
わ
せ
先

〒
五
一
四
－
〇
一
一
四

津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

特
別
法
要
事
務
局

電
話
番
号

〇
五
九
－
二
三
二
－
四
一
七
七

番
号

〇
五
九
－
二
三
二
－
四
一
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ

E
-M
ai
l

：

tan
j
ou
85
0@
sen

j
uji

.
or
.j
p

本

山

行

事

予

定

（
五
月
・
六
月
）

五
月
六
日
～
八
日

堯
祺
上
人
御
正
当

特
別
法
要

五
月
二
十
一
日
～
二
十
四
日

開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生

八
百
五
十
年

奉
讃
法
会

五
月
二
十
一
日
～
二
十
四
日

立
教
開
宗
八
百
年奉

讃
法
会

五
月
二
十
五
日
～
二
十
七
日

中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌

奉
讃
法
会

五
月
二
十
八
日

聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌

奉
讃
法
会

六
月
十
一
日

第
五
十
六
回

高
田
派
婦
人
連
合
大
会

六
月
十
八
日

仏
教
保
育
講
座

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
五



一
六
頁

下
付
金
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
九
年
度
分
院
号
下
付
金
、
及
び

納
骨
壇
加
入
下
付
金
を
専
修
寺
正
味
財
産
に

計
上
い
た
し
ま
す
。

（
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
付
）

院
号
冥
加
金
、
及
び
納
骨
壇
加
入
冥
加
金

の
下
付
金
は
納
入
さ
れ
た
年
度
か
ら
、
五
ヵ

年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
専
修
寺
正
味
財
産

に
計
上
さ
れ
る
た
め
、
交
付
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。

詳
し
く
は
宗
務
院
財
務
課
ま
で
お
尋
ね
下

さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ

一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
六



一
七
頁

真宗高田派共済会のご案内

真宗教学奨学金

奨励金

上記の申請は毎年３月１日から５月末日までに行ってください。
申請に関する事項及び詳細につきましては共済会担当までお尋ね
下さい。

給付及び申請のお問い合せは、下記の共済会担当まで
お尋ねください。

〒514-0114
三重県津市一身田町2819番地

真宗高田派宗務院内

真宗高田派共済会
電話 059-232-4171
F A X 059-232-1414

真宗高田派の僧侶が、定められた学校に入学したときに、奨励金

を支給します。

・奨励金 ４万円

提出書類：所定の申請書１通、入学証明書又は在学証明書１通

（学生証の写し可、合格通知書は不可）

定められた学校とは、下記に該当する学校及び学科です。

真宗各派の専修学院、私立高田高等学校、大学の真宗学科及び仏

教学科 短期大学の真宗学科及び仏教学科

真宗高田派の寺族で真宗教学に関する研究心旺盛な者に対して、

奨学金を貸与します。

・高等学校生及び真宗各派の専修学院生 月額 ２万円 若干名

・大学生及び大学院生 月額 ４万円 若干名

・ 〃 月額 ８万円 〃

提出書類：所定の申請書１通､在学証明書１通(学生証の写可)

返済に関する事項を熟知下さい。

宗 門 の お 知 ら せ

一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
七



一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
八



一
一
頁

平
等
院
殿
一
周
忌
御
香
儀
芳
名

平
等
院
殿
の
一
周
忌
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
派
御
寺

院
様
よ
り
鄭
重
な
る
御
弔
慰
並
び
に
芳
志
を
賜
り
有
難
く

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭
を
以
ち
ま
し
て
諸
法
事

万
端
滞
り
な
く
如
来
堂
に
て
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
こ
に
御
香
儀
賜
り
ま
し
た
御
寺
院
様
の
寺
号
を
記

し
謝
意
と
共
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
御
同
行
・
一
般
の
方
々
よ
り
も
御
芳
志
を
賜
り

ま
し
た
が
、
宗
報
へ
の
掲
載
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
何
卒
ご
了
承
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

本
寺
専
修
寺

京
都
別
院

名
古
屋
別
院

神
戸
別
院

北
海
道
別
院

関
東
別
院

横
浜
別
院
乗
願
寺

三
重
第
一
組
西
部

智
慧
光
院

玉
保
院

三
重
第
一
組
東
部

慈
光
寺

三
重
第
二
組
甲
部
東

東
海
寺

信
行
寺

満
願
寺

三
重
第
二
組
甲
部
西

浄
光
寺

啓
運
寺

三
重
第
二
組
乙
部

願
正
寺

三
重
第
三
組

潮
音
寺

深
正
寺

上
宮
寺

三
重
第
四
組

善
休
寺

慈
相
寺

三
重
第
五
組

仲
安
寺

圓
照
寺

三
重
第
六
組
北
部

本
楽
寺

唯
称
寺

三
重
第
六
組
東
部

法
性
寺

宗 門 の お 知 ら せ

一
九



二
三
頁

「
三
重
県
人
権
教
育
基
本
方
針
」
よ
り
抜
粋

一
、
国
際
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
を
育
て
よ
う
。

一
、
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
。

一
、
高
齢
者
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う
。

一
、
病
気
・
部
落
な
ど
に
よ
る
差
別
を
な
く
そ
う
。

一
、
障
害
者
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現
し
よ
う
。

人
権
擁
護
啓
発
活
動
重
点
項
目



二
四
頁

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
印
刷

令
和
五
年
四
月
二
十
五
日
発
行

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

電
話
（
〇
五
九
）
二
三
二
ー
四
一
七
一

http://www.senjuji.or.jp

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

宗

務

院

発

行

所

振
替
〇
〇
一
五
〇ｰ

〇ｰ

一
五
一
九
四
番

三
重
県
津
市
一
身
田
町
七
六
五
番
地

相

和

印

刷

所

印

刷

所

電
話
〈
〇
五
九
〉
二
三
二
ー
二
〇
七
〇




